
茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点 

「民間人材ビジネス事業者」の募集について 

 
株式会社ひたちなかテクノセンターは，茨城県から委託を受けて，令和２年度より「茨城県プロ

フェッショナル人材戦略拠点」の事務局を行っております。県内中小企業の成長戦略を実現するた

め，新たな商品・サービスの開発や販路拡大など「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起し，企

業の経営革新を具現化するプロフェッショナル人材のＵＩＪターン促進を支援する茨城県プロフェ

ッショナル人材戦略拠点事業を実施しています。 

本事業を円滑に推進するため，県内中小企業とプロフェッショナル人材のマッチングを実施して

いただける「民間人材ビジネス事業者」を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月２４日（金）～５月１５日（金） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「プロフェッショナル人材」とは 

 新たな商品・サービスの開発，その販売の開拓や，個々のサービスの生産性向上などの具

体的な取組を通じて企業の成長戦略を具現化していく人材と定義します。 

 

 

【事業スキーム】 

 

】 

申請期間 

※本件募集 産業支援機関・経済団体等 



 

 

民間人材ビジネス事業者の登録方法 
 

１ 登録方法 

  茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点事業民間人材ビジネス事業者登録要領に基づき，事前

登録が必要になります。 

 

２ 登録要件  

(1) 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３０条第１項又は第３３条第１項の規定に基づ

き，厚生労働大臣の許可を受けて有料又は無料の職業紹介事業を行う者であること。  

(2) プロフェッショナル人材の求職及び県内企業の求人に関するマッチング・採用実績が見込め

ること。  

(3) 反社会的勢力に属する者に該当しないこと。  

 

３ 応募方法  

民間人材ビジネス事業者事前登録申請書（様式第１号）に必要事項を記載し，代表者印を押印

の上，次の書類を添えて，郵送又は持参により提出してください。 

なお，お預かりしました応募書類につきましては，返却いたしません。弊社にて責任を持って

破棄いたします。 

※郵送の場合は，封筒の表に「民間人材ビジネス事業者事前登録申請書在中」と朱書きしてく

ださい。  

【添付書類】 

(1) 職業紹介事業許可証の写し  

(2) 職業紹介事業者の概要が分かるもの  

(3) 求人及び求職の申込方法など，業務運営が分かるもの （求人・求職票の様式及び申込手順が 

わかるものなど）  

(4) 有料職業紹介事業者の場合，人材紹介手数料の額及び徴収方法が分かるもの （求人企業と 

かわす契約書の様式，手数料表など）  

(5) プロ人材に関する職業紹介実績が分かるもの  

(6) 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約書兼照会同意書（様式第２号）  

(7) その他拠点が必要と認める書類  

 

４ 応募条件  

民間人材ビジネス事業者事前登録申請書（様式第１号）を提出する際には，次の事項を承諾す

ることを条件とします。  

(1) 戦略拠点が収集した県内企業の人材ニーズに基づき，プロフェッショナル人材の求職に関す

る情報を提供することにより，県内企業とプロフェッショナル人材のマッチングを行うこと。  

(2) 県内企業とプロフェッショナル人材のマッチング成立後，プロフェッショナル人材に対して

フォローアップを行うこと。  



(3) 事業を効果的なものとするために設置する「茨城県プロフェッショナル人材戦略協議会」の

取組みに協力すること。  

(4) プロフェッショナル人材に関する職業紹介の状況について，茨城県プロフェッショナル人材

戦略拠点 に報告すること。  

(5) 業務上知り得た情報は，開示，漏えい，及び本事業以外の用途に使用しないこと。  

 

５ 登録期間  

登録の有効期間は，茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点が指定する日から事業終了までと

します。 

 

６ 費用等  

(1) 登録に係わる費用はありません。  

(2) 茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点からの依頼を受けてマッチングを行っても，拠点か

らの謝金等の支払いはありません。  

 

７ 登録申請期間 

  令和８年４月２４日（金）から令和８年５月１５日（金） 

※郵送の場合，令和８年５月１５日（金）必着 

 

８ 登録決定 

  登録審査は原則，提出いただいた申請書類等により行いますが，必要に応じてヒアリングを行

うことがあります。 

  なお，審査の結果は，申請者あてに文書で通知します。 

   

９ 登録取消 

 民間人材ビジネス事業者登録要領第７条（登録の取り消し）に該当することとなった場合は，

登録の有効期間内であっても，登録を取り消すことがあります。 

 

10 申請先・問合せ先  

〒３１２－０００５ 

茨城県ひたちなか市新光町３８番地  

株式会社ひたちなかテクノセンター（茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点） 

ＴＥＬ ０２９－２６４－２２００  ＦＡＸ ０２９－２６４－２２０３ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：projinzai@htc.co.jp 

 


